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秋田県公安委員会規則第７号

秋田県公安委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成29年５月30日

秋田県公安委員会委員長 塩 谷 國太郎

秋田県公安委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則の一部を改正する規則

秋田県公安委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則（平成18年秋田県公安委員会規則第５号）の一部を次のよ

うに改正する。

様式第１号を次のように改める。
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様式第１号 個人情報取扱事務登録簿（第２条関係）

（Ａ４判）

個人情報取扱事務登録簿

登 録 簿 を 作 成 し た

事務区分 □全所属共通 □署共通 □固有

組 織 の 名 称

登録年月日 年 月 日 開 始 ( 変 更 ) 年 月 日 年 月 日

個人情報取扱事務の名称 （ 枚中 枚）

個人情報取扱事務の目的

（根拠法令等）

個 人 情 報 取 扱 事 務 を

所 管 す る 組 織 の 名 称

個人情報の対象者の区分

個人情報の対象者

１基本的事項 □ 氏名 □ 識別番号（□ 個人識別符号（□ ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ））□ 本籍・国籍

個 □ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 電話番号 □ 性別 □（ ）

人 ２思想・信条等 □ 思想・信条 □ 信教 □（ ） 左の個人情報収集の根拠

情 ３社会的差別の 条例第７条第２項

報 原因となるおそ □ 人種・民族 □ 犯罪歴 □ 社会的身分 □ 第１号 法令等（ ）

の れのある個人情 □ 第２号 犯罪の予防等

記 報 □ 第３号 審査会意見

録 ４要配慮個人情 □ 病歴 □ 犯罪により害を被った事実 □ 障害の程度 □ 健康診断等の

項 報 結果 □ 保健指導・診療・調剤が行われたこと。 □ 刑事事件の手続が行わ

目 れたこと（犯罪歴を除く。）。 □ 少年保護事件の手続が行われたこと。

５心身の状況(２ □ （ ）

又は３に該当す

るものを除く。)

６家庭状況等 □ 家族状況 □ 親族関係 □ 婚姻歴 □（ ）

７社会生活 □ 職業・職歴 □ 学歴・学業 □ 資格 □ 賞罰

□ 成績・評価 □ 所属団体 □ 趣味 □（ ）

８財産の状況 □ 資産 □ 収入 □ 納税状況 □ 公的扶助 □（ ）

９その他 □ 意見・要望 □ 相談内容 □（ ）

□ 本人 □ 本人以外（条例第７条第３項第 号該当）

□ 他の実施機関

個人情報の収集先 本人以外 □ 国・他の地方公共団体

の 区 分 □ 独立行政法人等・地方独立行政法人

□ 法人その他の団体 □ 個人 □（ ）

□ 同一実施機関内の利用

目的外利用・提供 □ 有（条例第９条第１項第 号該当） □ 無

個人情報の利用 □ 同一実施機関内 □ 他の実施機関

又は提供の状況 目 的 外 の 利 用 □ 国・他の地方公共団体

又 は 提 供 先 □ 独立行政法人等・地方独立行政法人

□ 法人その他の団体 □ 個人 □（ ）

個 人 情 報 の □ 文書･図画･写真 □ 電磁的記録（媒体･システム名： ）

処 理 形 態 オンライン結合の有無 □ 有（システム名称： ）

□ 無

個人情報取扱事務 □ 有 （委託の内容： ）

の 委 託 □ 無

個人情報が記録

されている主な

行政文書の名称
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様式第２号の２中「第33条の２第２項」の次に「（第33条の３第２項）」を加える。

様式13号の２中「第33条の２第２項」の次に「（第33条の３第２項）」を加える。

様式第20号中「秋田県個人情報保護条例」の次に「（第33条の３第２項の規定により読み替えて適用される同条例）」

を加える。

附 則

この規則は、平成29年５月30日から施行する。


